
 

          令和 8年度 

 

由利本荘市消防職員採用試験 

 

 

 

 

 

受 験 案 内 
 

 

      ◇ 受付期間  令和８年７月１５日（水）～８月１２日（水） 

 

 

◇ 試 験 日  第１次試験 令和８年９月２０日（日） 

 

 

      ◇ 試験会場  由利本荘市消防本部 ４階 大会議室 

                                    （由利本荘市美倉町２７番地２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ ・ 受験申込み 

由利本荘市消防本部 総務課 

〒０１５－０８０１ 秋田県由利本荘市美倉町２７番地２ 

電話 ０１８４－２２－４２８２ 

FAX ０１８４－２３－２７４８ 

 



受 験 要 領 
 

１．採用区分及び採用予定人員 

採用区分 採用予定人数 職 務 内 容 

消防職 

上級、中級、初級 

のうちから若干名 

災害現場での消火・救助・救急活動、通信

指令業務や火災原因調査等の消防業務に

従事します。 

 

 

２．受験資格 

    （１）の資格（アまたはイ）及び（２）の身体基準を有し、（３）の欠格事項のいずれにも該当しない方であれば 

受験できます。 

  （１）受験資格 

試験区分 受  験  資  格 

上 級
  ア 平成１３年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた方。 

  イ 平成１７年４月２日以降に生まれた方で大学卒業または令和９年３月卒業見込の方。 

 

中 級
 

  ア 平成１５年４月２日から平成１９年４月１日までに生まれた方。 

  イ 救急救命士は、平成１３年４月２日以降に生まれた方。 

（ただし、ア・イともに学校教育法による大学を卒業した方もしくは令和９年３月卒業見込の方
またはこれらに相当する学歴を有すると認められる方は受験できません。） 

 

初 級
 

 ア 平成１７年４月２日から平成２１年４月１日までに生まれた方。 

 イ 救急救命士は、平成１３年４月２日以降に生まれた方。 

（ただし、ア・イともに学校教育法による大学、短期大学等を卒業した方もしくは令和９年３月 
卒業見込の方またはこれらに相当する学歴を有すると認められる方は受験できません。） 

※ 「救急救命士」は救急救命士資格を有する方、又は今年度実施の救急救命士国家試験において 
資格を取得できる見込の方。 

※ 「大学」には、「専修学校の専門課程（修業年限が４年以上で、その他の文部科学大臣が定める基準 
     を満たすもの）で文部科学大臣が指定したもの」を含みます。  

    ※ 「短期大学等」には「高等専門学校」「専修学校の専門課程（修業年限が２年以上で、かつ 1,600時間 
     以上の授業の履修を義務づけている課程）」を含みます。また、大学に２年以上在学し、６２単位以上を 
     習得した方も短大卒扱いとします。 

 （２）身体基準 

視  力 矯正視力を含み両眼で０．７以上、かつ、一眼でそれぞれ０．３以上であること 

色  覚 赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること 

聴  力 左右とも正常であること 

その他 消防士としての任務遂行に支障がないこと 

（３）欠格事項 

  ① 日本の国籍を有しない者 

    ② 地方公務員法第１６条の規定により地方公務員となることができない者 

     ・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

     ・本市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

     ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 

      主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 



３．試験の方法 

  試験は第１次試験、第２次試験及び資格調査とし、第２次試験は第１次試験合格者に対してのみ行います。 

 （１）第１次試験 

試  験 内    容 

上級
  

教養試験
 

 
大学卒業程度の一般的知識・知能についての筆記試験を行います。

 

中級
    

  
高等学校卒業程度の一般的知識・知能についての筆記試験を行います。

 

初級
 

問題形式 出 題 分 野 

５肢択一式 

４０題・２時間 

時事、社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断・数
的推理、資料解釈に関する能力を問う問題 

 （２）第２次試験 （詳細は第１次試験合格者に通知） 

提出書類  卒業証明書又は卒業見込証明書、健康診断書、資格免許等の写し 

     ※健康診断書の様式は通知とともに送付しますので、医療機関で自己負担にて受診願います。 

試  験 内    容 

口述試験 

作  文 

体力測定 

 

 個別面接による試験を行います。 

 文章表現力等についての試験を行います。 

 職務遂行に必要な体力の測定を行います。 

   （握力・上体起こし・腕立て・反復横跳び・時間往復走） 

  （３）資格調査 

資 格 調 査 

 受験資格の有無及び申込書記載事項の真否について調査します。 

 

４．試験日程及び場所 

区  分 第１次試験 第２次試験 

日  時  令和８年９月２０日（日） 令和８年１０月中旬から下旬を予定 

受付開始  午前８時１０分 一次試験合格者に通知 

試験説明  午前８時５０分～午前９時 一次試験合格者に通知 

試   験  午前９時～午前１１時 一次試験合格者に通知 

場  所  由利本荘市消防本部 由利本荘市消防本部（予定） 

       ※試験説明開始時刻に遅れた場合は、受験できません。 

 

５．合格者発表 

 （１）第１次試験合格者発表 

令和８年１０月上旬に由利本荘市消防本部玄関に掲示するほか、由利本荘市のホームページに掲載し、 

合格者には本人宛通知します。 

 （２）最終合格者発表 

由利本荘市消防本部玄関に掲示するほか、由利本荘市のホームページに掲載し、本人に通知します。 

 

６．合格から採用まで 

 （１）最終合格者は、令和９年４月１日に由利本荘市消防職員として採用する予定です。 

  （２）市税等の納付状況によっては、採用できない場合があります。 



 （３）採用予定日までに普通自動車運転免許を取得し、かつ、受験資格年齢に達したら速やかに大型自動車運転 

   免許を取得していただきます。（ただし、特別な事情がある場合を除きます) 

 

７．給与・勤務条件等 

  初任給は上級採用２３９，４８８円、中級採用２２４，３６９円、初級採用２０８，３４３円の予定ですが、職歴等経験年

数のある方にはそれに応じてさらに増額されます。このほか給与条例の定めに従い扶養手当、通勤手当、期末手

当、勤勉手当等の諸手当が支給されます。 

   勤務時間は、原則として１週間当たり３８時間４５分です。消防署等での隔日勤務の場合は、８時３０分から翌日８

時３０分までの交代制、日勤の場合は週休（土・日）を除く８時３０分から１７時１５分まで（休憩時間６０分）です。 

   休暇は１年間に２０日の年次有給休暇のほか、夏季休暇、結婚休暇、産前・産後休暇等があります。 

   採用後は、業務の特殊性から特別な事情がない限り、由利本荘市内に居住することを原則とします。 

また、職務経験者を除く採用者は約６ヶ月間、全寮制の秋田県消防学校に入校し、消防職員としての基礎知識

を習得するための初任教育を受けます。（入校中も給与が支給されます） 

 

８．受験申込手続 

    インターネット（電子申請）により申し込んでください。 

      以下の URL もしくは二次元コードから「由利本荘市スマート申請」にアクセスして、申込み手続きを行ってく

ださい。 

       

【ＵＲＬ】  https://ttzk.graffer.jp/city-yurihonjo/smart-apply/apply-procedure/1272951152896262996 

 

 

 

 

 

９．申込受付期間・時間 

令和８年７月１５日（水）午前８時３０分から ８月１２日（水）午後５時 

 

10．受験票の交付 

    受験票は、令和８年８月中旬以降、メールでお送りします。 

    なお、令和８年８月１９日（水）までに受験票が届かない場合、消防本部総務課にお問い合わせ下さい。 

 

11．その他 

この試験についての問い合わせは、由利本荘市消防本部総務課でお答えします。 

提出いただいた書類は、お返ししません。 


